
平成３０年度第３回富田林市都市計画審議会 議事要旨 

 

平成３０年１１月２２日開催 

 

議案（富田林市決定） 

・議第１号  南部大阪都市計画生産緑地地区の変更について 

   都市計画法第８条に規定される地域地区の一つである生産緑地地区のうち、生産

緑地法第１０条に基づく買取り申し出があり、平成２９年８月から平成３０年７月

までに行為制限が解除されたものについて、以下のとおり議決しました。 

 

           （変更前）          （変更後） 

    面  積：約５７．４７ｈａ       約５５．９０ｈａ 

    地 区 数：２７１地区          ２７１地区 

 

報告（富田林市決定） 

・報告１  生産緑地法改正に伴う運用について 

 生産緑地法改正に伴う運用（面積要件の緩和・特定生産緑地制度の創設）につい

て、以下のとおり報告しました。 

 

 面積要件の緩和： 

生産緑地地区の区域の規模に関する条件を３００平方メートル以上で 

あることとする条例の制定に向けて手続きを進め、条例制定後、２０ 

１９年度に生産緑地地区の追加指定受付を実施予定。 

 

特定生産緑地制度の創設： 

２０１９年度より、本制度について広く周知し、所有者の意向を把握 

した上で、特定生産緑地の指定手続きを進める。 

 

・報告２  富田林市都市計画マスタープランの改定について 

都市計画法第１８条の２に規定する「市町村の都市計画に関する基本的な方針」

である都市計画マスタープランの改定にあたり実施した住民説明会の結果について、

また、住民説明会後に改めて整理した「全体構想」、「地域別構想」、「計画の推進に

あたり」について、報告しました。 


